
広報しかべ　令和４年12月号23

　
男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
を
両
立
で
き

る
よ
う
、
育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ

れ
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
順
次
施
行
さ
れ

て
い
ま
す
。
改
め
て
社
内
制
度
の
確
認
や

就
業
規
則
の
見
直
し
な
ど
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
令
和
４
年
４
月
１
日
施
行

　
・
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環

境
整
備
及
び
妊
娠
や
出
産
の
申
出
を

し
た
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周
知

及
び
意
向
確
認
の
措
置
の
義
務
化

　
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
や
介
護
休

業
取
得
要
件
の
緩
和

○
令
和
４
年
　
月
１
日
施
行
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・
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
の
た
め

の
子
の
出
生
直
後
の
時
期
に
お
け
る

柔
軟
な
育
児
休
業
の
枠
組
み
の
創
設

（
産
後
パ
パ
育
休
制
度
）

　
・
育
児
休
業
の
分
割
取
得

○
令
和
５
年
４
月
１
日
施
行

　
・
育
児
休
業
取
得
状
況
の
公
表
の
義
務

化

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
指

　
導
課

　
℡
：
０
１
１
們

７
０
９
們

２
７
１
５

育
児
・
介
護
休
業
法
等
の
改
正

に
つ
い
て

　
令
和
４
年
　
月
２
日
蚊
か
ら
、
北
海
道
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の
最
低
賃
金
（
時
間
額
）
が
９
２
０
円
に

な
り
ま
し
た
。

　
最
低
賃
金
は
年
齢
・
性
別
・
雇
用
形
態

な
ど
を
問
わ
ず
、
道
内
の
事
業
場
で
働
く

す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
℡
：
０
１
１
們

７
０
９
們

２
３
１
１

　
令
和
５
年
度
の
国
税
専
門
官
採
用
試
験

か
ら
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
の
方
向
け
に
国

税
専
門
Ｂ
区
分
（
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
）

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
専
門
試
験
は
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
の
方

が
大
学
な
ど
で
学
ぶ
基
礎
的
な
内
容
を
中

心
に
出
題
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
国
税
の
職
場
に
は
理
工
・
デ
ジ

タ
ル
系
の
方
が
活
躍
で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド

が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
函
館
税
務
署

　
℡
：
０
１
３
８
們

３
１
們

３
１
７
１

最
低
賃
金
の
変
更
に
つ
い
て

　
所
得
税
の
確
定
申
告
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
・
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告

で
き
ま
す
。

　
・
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
は
、

そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す

る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
又
は
提
示
を

省
略
で
き
ま
す
。

　
・
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
提
出
さ
れ
た
還
付
申

告
は
３
週
間
程
度
で
処
理
し
て
い
ま

す
。

　
・
確
定
申
告
期
間
中
、　
時
間
い
つ
で

24

も
利
用
可
能
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
函
館
税
務
署

　
℡
：
０
１
３
８
們

３
１
們

３
１
７
１

　
渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
で

は
、
市
町
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
動
産
の
公
売
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〇
開
催
日

　
令
和
４
年
　
月
　
日
蚊

12

11

〇
入
札
時
間

　
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で

　
（
午
後
１
時
開
札
）

〇
場
所

　
渡
島
総
合
振
興
局
１
階
道
民
ホ
ー
ル

〇
公
売
予
定
物
品

　
テ
レ
ビ
、
ゲ
ー
ム
機
、
空
気
清
浄
機
、

　
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
、
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど

〇
公
売
の
参
加
に
必
要
な
も
の

　
①
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健

　
　
康
保
険
証
な
ど
）

　
②
買
受
代
金
（
現
金
）

　
※
代
理
人
が
参
加
さ
れ
る
場
合
は
委
任

　
　
状
が
必
要
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

　
℡
：
０
１
３
８
們

４
７
們

９
５
９
９

お
知
ら
せ

コ
ー
ナ
ー

公
売
会
の
お
知
ら
せ

国
税
電
子
申
告
・納
税
シ
ス
テ
ム

（e
‐T
a
x
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

令
和
５
年
度
国
税
専
門
官
採
用

試
験
か
ら
新
試
験
区
分
（理
工
・

デ
ジ
タ
ル
系
）
が
創
設
さ
れ
ま
す

令和４年10月の水揚
水揚高（千円）数量（トン）魚　種水揚高（千円）数量（トン）魚　種

１２３．２　　（２８２．２）１．２　（１．２）がや１８，５４８．１（１７，８７６．０）１７０．０（２０６．４）すけとうだら
２８３．３　　（６６８．４）０．４　（０．７）平目２１，９０６．７（２１，１９７．５）１４．３ （２３．２）たこ

４，３８６．９　　（３４４．６）４．３　（０．３）はたはた３，０５４．１ （３，２５３．９）８．９　（８．１）さけ
６，５８８．２　（４，８３９．２）１７４．６（１６２．２）さば１１０，５１０．０（４５，９６３．６）１４６．２（１０４．７）いか
１０，０６４．０　（１，２２０．９）４２．８ （１２．６）福来１２７．１　 （８８０．４）１．１　（１．９）かれい
９４．１　　（１４９．１）４．２　（３．１）たら２，４０３．７ （２，３８５．０）２．５　（３．２）油子

３，３０７．８　（１，８４１．６）４．２　（３．１）つぶ４８．３　　（７１．３）０．３　（０．４）黒そい
３，６４５．０　（３，９３８．１）１４．８ （５７．３）その他魚類３，５８６．０ （３，７２２．４）１７．６ （４９．０）ほっけ

１８８，６７６．５（１０８，６３４．２）６０７．４（６３７．４）合計

かっこ内は令和３年１０月の水揚
水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇艇窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓

健
喧

券
圏

兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼
兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼兼

その他刑法
認知件数

窃盗犯認知件数全刑法犯
認知件数 その他窃盗車上狙い侵入盗

２件２件０件０件４件町　内

犯罪発生状況（令和４年１月１日～令和４年１０月３１日）

物損事故傷者数死者数人身事故

４３件２人０人１件町　内

交通事故発生状況（令和４年１月１日～令和４年１０月３１日）

１　飲酒運転の根絶　～乗るのなら　しっかりお酒と　ディスタンス
　（１）飲酒運転は悪質な犯罪！！
　　　　飲酒運転は悪質、危険な犯罪です。皆さん一人一人が「飲酒運転をしな
　　　い、させない、許さない、そして見逃さない」ことを強く意識して、社会
　　　全体で飲酒運転を根絶する気運を醸成しましょう。
　　　　また、二日酔い運転も「飲酒運転」となるので、飲酒翌日の運転は身体
　　　にアルコールが残っていないかよく確認しましょう。
　（２）飲酒運転は運転者以外も処罰の対象！！
　　　　飲酒運転は運転者だけではなく、運転者以外の方にも重い処罰があることを知っていますか？

車を運転するおそれのある方にお酒を提供したり、お酒を飲んでいる人に車を提供したり、飲酒
運転の車に同乗した場合は飲酒運転と同様に処罰の対象となります。

　（３）｢ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止！！
　　　　ハンドルキーパー運動は仲間と車で飲食店に行く場合、あらかじめお酒を飲まない人（ハンド

ルキーパー）を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けることです。
　　　　お酒を提供するお店の方は「お客さんが車で来店していないか」「車で来店している場合はハ

ンドルキーパーは誰なのか」を確認し、飲酒運転を防止しましょう。
　（４）飲酒運転情報の提供！
　　　　北海道警察では、悪質な飲酒運転を根絶するため「飲酒運転ゼロボック
　　　ス」によるタイムリーな飲酒運転の情報提供などを受け付けています。
　　　　また、飲酒運転根絶に向けたアイデアも受け付けていますのでご利用く
　　　ださい。

２　北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
　　令和４年12月10日から12月16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する関心と認識を深めましょう。拉致問題解決のためには、私
たち一人一人の強い想いが必要です。


